
令和7年度宮城県計画（案）の概要について

１ 計画策定の背景

２ 計画の位置付け
各都道府県は、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第４条に規定する「都道府県計画」を策定。
原則、単年度計画（平成26年度は医療分のみ。平成27年度以降は介護分も含めて作成）。

令和7年9月３０日 宮城県保健福祉部 医療政策課／長寿社会政策課

３ 基金の規模・配分等

■ 医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定【平成26年9月12日】
■ 都道府県計画に記載した事業を実施するため、消費税増収分等を活用した基金を都道府県に設置

４ これまでの経過等 下表：事業提案の募集及び国との調整等
※表では区分Ⅲを「施設分」、区分Ⅴを「介護従事者確保分」と記載

令和7年度 【医療分】1 ９0９億円（昨年度より120億円減）
基金事業費 【介護分】1,524億円（昨年度から増減なし）
（全国ベース）

宮城県への

配分要望額

（基金総額）

国

医療分 約131.82億円（内示済）

資料 １－１

いわゆる団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従
事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

介護分 約5.68億円（内示未済）

宮城県
合 計

約137.5億円

経

過

R6.6.21

R６.8.7

R7.4.14

R7.7.16

R7.7.23

R7.8.29

R7.9.３０

事業提案募集 【医療】

市町村へ事業見込量調査【介護（施設分）】

厚生労働省へ調査票（要望書）提出【医療】

厚生労働省へ協議書提出【介護(介護従事者確保分)】

厚生労働省へ協議書提出【介護(施設分)】

厚生労働省からの交付額内示【医療】

宮城県地域医療介護総合確保推進委員会開催【医療・介護】
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厚生労働省からの交付額内示【介護】

厚生労働省への交付申請書、県計画提出【医療・介護】

厚生労働省からの交付決定【医療・介護】

各事業主体への交付決定等


